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東日本大震災復興10年検証枠組み検討ブレインストーミング第10回配布資料 

遠州尋美 

2020 年２月 19日 13:30～ みやぎ県民センター 

 

住まいの復旧・復興とその特徴 

 
〔前提〕 

l 「基礎支援金」支給件数を「滅失相当被災」とみなし，それに対する「加算支援金」の支給事由別支給件数

および「災害公営住宅戸数」の割合で住宅復興状況を分析する。 

l なお，時間の経過とともに他のカテゴリーに移動することもあり，あくまで，2019年９～11月時点までの

特徴である。また災害公営住宅には完成当初から空き住戸もあり，分析は傾向を示すにとどまる。 

 

＜持ち家の再建＞ 

l 「建設・購入」と「補修」の関係は、復興まちづくり事業の展開と密接に関係 

Ø 岩手県：三陸沿岸の小都市や漁業集落が津波で壊滅的被害＝再建は防集事業や漁集事業に依存 

² 「補修」はわずか 13％ 

² 「建設・購入」は 45.7％とほぼ半数＝ほぼ７割は復興まちづくり事業を通して実現 

Ø 宮城県： 

津波浸水に加え地震の揺れや地盤災害によるものも多い 


